
の に る 第 第 第 に す 係 内に存する

るものを除き、 する計 対 限ります。）であること。

 

 

 13 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置 

（1）特例の概要 

（2）特定受贈森林経営計画対象山林の要件 

贈与の直前に特定贈与者が有していた立木又は土地等のうち、贈与の前に森林法第11条第５項（同

法第12条第３項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第８条

の規定により読み替えて適用される場合及び同法第９条第２項又は第３項において読み替えて適用され

る森林法第12条第３項において読み替えて準用する場合を含みます。）の規定による市町村長等の認定を

受けた同法第11条第１項に規定する森林経営計画（注）が定められている区域内に存するもの（森林の保健

　特定贈与者（６ページの３（注２）参照）から相続時精算課税に係る贈与を受けた特定受贈森林経営計

画対象山林について、その特定贈与者の死亡に係る相続税において、相続税の課税価格の軽減措置（租

税特別措置法第 69 条の５の特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例：相続税の課税価

格を一定の特定受贈森林経営計画対象山林について５％減額する特例です。）を受けるためには、贈与

税の申告書の提出期間内（６ページ参照）に、贈与税の申告書に（3）の「添付書類」を添付して、受贈

者の住所地の所轄税務署長に届け出なければなりません。

また、この届出をすることができる人は、その贈与を受けた時からその特定受贈森林経営計画対象山林

について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っている人に限られます。 

この制度の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。 

1

 、

る 9 る に係

す。）及び 第

 

等  

するためには、贈与税の申告 内 ）に贈与税の申告書に

類を 提出しなけれ なりません。 

なお、次の表 る書類 に、「 算課 出書」 ） の「

」に 類も必要となります。 
た35 財

産について、 30 分以 税の申告において 算課税の適用を受けている場合 出

    書 類 

1  

2 
て い 計 に係る

 

 

）

令和

、税務署に
 

 

 14 により を た場合 

の計算の特例 用財産 自動 特例）  

贈与税の申告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、次の表のいずれかに該

当するときは、贈与税額の計算におけるその財産の価額は、 を受けた 分の価額を控除した価額と

することができます。 

1 贈与税の課税価格の計算の基礎とな 財産の価額の 分の める が 0

2 
産 ）、 産

） （以下 」といいます。）

 

の計算の特例（特定 等 等の特例） 

日（注）の属する年（その特 生日が１月１日から贈与税の申告書の提出

、その 年。 。）の１月１日からその特

生日の 日ま に贈与を受けた財産でその特 生日において していたものの

、次の表 る特 又は特 がある場合には、贈与税額の計算におけるそれらの価

は、

額

その特 生日に係る特 の 後の価額とすることができます。 

６
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 特定 とは の た 第
し た い と の

）

特定土地等 、
 

特定株式等 
に （ 価 ます。） 上 る

 

の申告書の提出 特例 

特 生日の属する年の１月１日から 月 日まで 贈与を受け、上記 適用を受

けることができる人の贈与税の申告書の 限が特 （特 に係る 第

により れた申告に 限と特 生日の 日から 月を 過する日とのいず

れ い日をいいます。）の 以 ある場合には、その贈与税の申告書の提出 は、その特 日

となります。 
  

取 、 又は
す
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